
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

福
島
県
教
育
委
員
会

○
学
校
教
育
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
教
育
セ
ン
タ
ー
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
教
育
委
員
会
文
書
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
立
中
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二

○
福
島
県
教
育
庁
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二

○
福
島
県
指
導
不
適
切
認
定
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二

○
福
島
県
自
然
の
家
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二

○
福
島
県
教
育
庁
等
に
勤
務
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
訓
令

二

○
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
の
規
定
に
よ
り
設
置
者
の
定

め
る
額
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

三

福
島
県
教
育
委
員
会

学
校
教
育
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
六
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

学
校
教
育
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

学
校
教
育
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
九
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

「
第
三
章

中
学
校
（
第
十
七
条
）

目
次
中
「
第
三
章

中
学
校
（
第
十
七
条
）
」
を

第
三
章
の
二

義
務
教
育
学
校
（
第
十
七
条
の

に
改
め
る
。

二
）
」

第
三
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
三
章
の
二

義
務
教
育
学
校

（
準
用
規
定
）

第
十
七
条
の
二

第
十
五
条
の
規
定
は
、
義
務
教
育
学
校
に
こ
れ
を
準
用
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
職

員

課
）

福
島
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
六
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号

福
島
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
立
高
等
学
校
学
則
（
昭
和
三
十
三
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
二
項
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
学
校
、
義
務
教
育
学
校
又
は

中
等
教
育
学
校
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
高
校
教
育
課
）

福
島
県
教
育
セ
ン
タ
ー
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
六
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号

福
島
県
教
育
セ
ン
タ
ー
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
教
育
セ
ン
タ
ー
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
⑻
を
削
り
、
同
号
⑼
中
「
⑻
」
を
「
⑺
」
に
改
め
、
同
号
⑼
を
同
号
⑻
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
教
育
総
務
課
）

福
島
県
教
育
委
員
会
文
書
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
六
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号

福
島
県
教
育
委
員
会
文
書
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

───────────────────────────────────────────────────────────
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福
島
県
教
育
委
員
会
文
書
等
管
理
規
則
（
平
成
十
二
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
学
校
を
除
く
教
育
機
関
の
項
中
「
博
物
館
（
福
博
）

郡
山
自
然
の
家
（
郡
自
）
」
を
「
博

物
館
（
福
博
）
」
に
改
め
、
同
表
県
立
学
校
の
項
中
「
会
津
学
鳳
中
学
校
（
会
学
中
）
」
を
「
会
津
学

鳳
中
学
校
（
会
学
中
）

ふ
た
ば
未
来
学
園
中
学
校
（
ふ
未
学
中
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
教
育
総
務
課
）

福
島
県
立
中
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
六
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号

福
島
県
立
中
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
立
中
学
校
学
則
（
平
成
十
八
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
小
学
校
」
の
下
に
「
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
学
校
又
は
義
務
教
育
学
校
」
を

加
え
る
。

第
十
一
条
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
学
校
、
義
務
教
育
学
校
又
は
中
等
教

育
学
校
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
高
校
教
育
課
）

福
島
県
教
育
庁
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
六
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号

福
島
県
教
育
庁
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
教
育
庁
組
織
規
則
（
平
成
二
十
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
四
号
中
「
及
び
中
学
校
」
を
「
、
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号

中
「
小
学
校
」
の
下
に
「
及
び
義
務
教
育
学
校
前
期
課
程
」
を
加
え
、
「
及
び
中
学
校
」
を
「
並
び
に

中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
後
期
課
程
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
及
び
義
務

教
育
学
校
」
を
加
え
、
同
条
第
九
号
及
び
第
十
一
号
中
「
及
び
中
学
校
」
を
「
、
中
学
校
及
び
義
務
教

育
学
校
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
教
育
総
務
課
）

福
島
県
指
導
不
適
切
認
定
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
六
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号

福
島
県
指
導
不
適
切
認
定
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
指
導
不
適
切
認
定
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
二
十
五
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
五
項
及
び
第
六
項
」
に

改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
る
。

第
三
条
中
「
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
一
項
」
に
、
「
第
二
十
五
条
の
二
第

四
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
第
二
十
五
条
の
二
第
五
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
職

員

課
）

福
島
県
自
然
の
家
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
六
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号

福
島
県
自
然
の
家
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
自
然
の
家
組
織
規
則
（
平
成
二
十
一
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
福
島
県
い
わ
き
海
浜
自
然
の
家
を
除
く
」
を
「
福
島
県
会
津
自
然
の
家
に
限
る
」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
教
育
総
務
課
）

福
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号

教

育

庁

教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
教
育
機
関

福
島
県
教
育
庁
等
に
勤
務
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
六
日

───────────────────────────────────────────────────────────
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福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
庁
等
に
勤
務
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
訓
令

福
島
県
教
育
庁
等
に
勤
務
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
元
年
福
島
県
教
育
委
員

会
訓
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
の
見
出
し
中
「
並
び
に
深
夜
勤
務
及
び
時
間
外
勤
務
の
制
限
」
を
削
り
、
同
条
中
「
及
び
第

八
条
の
五
」
を
削
り
、
「
職
員
」
の
下
に
「
及
び
障
が
い
が
あ
る
職
員
」
を
加
え
、
「
並
び
に
深
夜
勤

務
及
び
超
過
勤
務
の
制
限
」
を
削
る
。

第
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
深
夜
勤
務
及
び
超
過
勤
務
の
制
限
の
手
続
）

第
十
条
の
二

勤
務
時
間
条
例
第
八
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
深
夜
勤
務

及
び
超
過
勤
務
の
制
限
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
職

員

課
）

福
島
県
教
育
委
員
会
告
示
第
一
号

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
の
規
定
に
よ
り
設
置
者
の
定
め
る
額
を
定
め
る
件

（
平
成
十
九
年
福
島
県
教
育
委
員
会
告
示
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
一
年

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
六
日

福
島
県
教
育
委
員
会

二
中
「
（
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
生
徒
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
二
の
３
中
「
千
四
百
六
十
円
」

を
「
千
七
百
五
円
」
に
改
め
る
。

三
中
「
生
活
保
護
世
帯
」
を
「
小
学
部
又
は
中
学
部
で
生
活
保
護
世
帯
」
に
改
め
、
三
の
３
中
「
千

四
百
六
十
円
」
を
「
千
七
百
五
円
」
に
改
め
る
。

（
健
康
教
育
課
）


